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原子力規制委員会 

令和３年度第１回政策評価懇談会 議事録 

 

１．日時 

 令和３年７月６日（火）１６：００～１８：０７ 

 

２．場所 

 原子力規制庁１３階会議室ＢＣＤ 

 

３．出席者 

  飯塚 悦功  東京大学名誉教授 公益財団法人日本適合性認定協会理事長 

  大屋 雄裕  慶應義塾大学法学部教授 

  亀井 善太郎 PHP総研主席研究員 立教大学大学院21世紀デザイン研究科特任教授 

  城山 英明  東京大学公共政策大学院教授 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

  藤田 由紀子 学習院大学法学部教授 

  町  亞聖  フリージャーナリスト 

 事務局（原子力規制庁） 

  荻野 徹   長官 

片山 啓   次長 

櫻田 道夫  原子力規制技監 

  金城 慎司  長官官房人事課長 

  黒川 陽一郎 長官官房政策立案参事官 

  野村 優子  長官官房監査・業務改善推進室長 

 

４．配付資料 

 資料１   令和２年度実施施策の政策評価の概要（案） 

 資料２   令和２年度実施施策に係る政策評価書（案） 

 資料３   令和２年度におけるマネジメントシステム運用の改善点 

 資料４   原子力規制委員会令和３年度重点計画 

 資料５   令和３年度実施施策に係る政策評価の事前分析表（案） 
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５．議事録 

○黒川参事官 定刻になりましたので、これより令和3年度第1回原子力規制委員会政策評価懇

談会を開始します。 

 事務局、規制庁の政策立案参事官、黒川と申します。 

本日は、新型コロナウイルス感染症対策のため、WEB会議で開催しており、インターネット

で中継をしております。WEB会議に当たっての留意事項を御説明します。 

発言されるとき以外はマイクをミュートにしてください。発言される場合は、手を物理的に

挙げていただきますと、司会が画面上で確認して指名しますので、マイクをオンにして名前を

おっしゃっていただいて、発言いただいて、発言が終わりましたら、マイクをミュートに戻し

ていただくようお願いします。 

議事に先立ちまして、配付資料の確認をさせていただきます。資料は、まず、議事次第があ

りまして、資料1としてパワーポイントのカラーの横のもの、あと資料2としてExcelの縦のも

の、資料3のマネジメントシステム運用の改善点というもの、あとは資料4として、原子力規制

委員会令和3年度重点計画というものと、あと資料5として、横のExcelのものがございます。

会議資料自体はそれだけでございますけれども、委員の方には参考として机上配付資料という

ものを1から6までお渡ししております。 

それでは、これから議事に入っていただきますけれども、座長については、これまでと同様

に飯塚先生にお願いしたいと考えておりますけれども、皆様、いかがでございましょうか。 

（異議なし） 

○黒川参事官 それでは、飯塚先生にお願いしたいと思います。 

 飯塚先生は、今日はWEB参加ではなくて、こちらの会議室にお越していただく形になってお

ります。それでは、飯塚先生、よろしくお願いいたします。 

○飯塚座長 飯塚でございます。 

 年寄りはこういう先端技術はイマイチ信じられず、リアルのほうがいいと思って、ここにや

ってまいりました。それでは、以降の進行役を務めさせていただきますので、御協力のほど、

よろしくお願いいたします。 

では、議題、令和2年度実施施策の事後評価、令和3年度実施施策の事前分析についてでござ

います。事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○黒川参事官 事務局、政策参事官、黒川です。 

 資料の説明をいたします。まず、説明いたしますのは、昨年度、令和2年度の政策評価の概

要ということで、これは資料1というもので説明させていただきます。 

政策評価書の本体は、資料2というExcelの長いものですけれども、かなり細かいことまで書

いていますので、概略が書いてあるパワーポイントのほうで説明をさせていただきます。 
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資料1を御覧ください。資料1のまず2ページ目でございますけれども、規制委員会の政策体

系は五つの施策に分けておりまして、独立性・中立性・透明性の確保と組織体制の充実、以下、

五つの施策に分けまして、それぞれごとに評価をしておるというものでございます。 

次に参りまして、3ページ目でございますけれども、政策の指標、定量のものと定性のもの

が混ざっておりますけれども、定量のもの、定性のものを合わせて各施策ごとに指標が幾つか

ございまして、その達成状況を表にしたものでございまして、政策Ⅰ、独立性・中立性・透明

性の確保というものは、全目標達成というのが6で、相当程度進展はあったけれども、一部未

達成というのが二つということで、Aが6、Bが2ということで、Bが幾つかありますので、全体

評価としてもAの目標達成ではなく、相当程度進展ありのBということになっております。 

同じように、2番目の規制の適切な実施と技術基盤の強化という部分は、七つ全てAというこ

とで目標達成Aと。三つ目、核セキュリティと保障措置につきましては、四つのうち三つがAで

一つがBということで、相当程度進展ありのB。東京電力福島第一原発の廃炉の安全確保と事故

原因の究明については、S、非常によく進んだというのが一つで、残りがAということで、全体

としては目標達成のA。防護対策及び緊急時対応については、Sが1、Aが4、Bが3ということで、

トータルとしても相当程度進展ありのBということになってございます。 

個別に見てまいりますと、4ページ目に参りまして、独立性・中立性・透明性のという部分

でございますけれども、トータル概ね達成というBでございますけれども、中身としては、そ

こに書いてございます、規制委員会で了承された規制庁の自己評価ということで、例えば、二

つ目の丸、マネジメントシステムについては、新たな5か年計画を決めて取組を進めています

ということですとか、三つ目の丸で、国際会議については、コロナウイルスの関係で延期です

とか、オンラインになりましたけれども、必要な意見交換はできましたということ。 

一方で、どこがBかと言いますと、「ただし」のところでありまして、人の面での定員充足

率ですとか、海外機関への派遣者の目標、これはコロナの影響ですけれども、については目標

が達成できなかった。この部分がBになってございます。 

新型コロナに関しては、この節で、全体どういうことだったかというのを整理しておりまし

て、審査業務、許認可の審査については、基本的に書面と、あとWEB会議でしましたので、そ

れほど影響は大きくなくて、検査については、東京から現地に派遣しなくてはいけない場合が

ありますので、そういうものは影響がありましたということでございます。 

あと、外部との会議はオンラインで代替できましたといったことでございます。 

その上で原子力規制委員会を3月に開催しまして、そこで受けた指摘というものを書いてご

ざいまして、この辺りの部分が今後に向けた課題なのかなというふうに思ってございます。 

まず、職員のアンケート、インタビューでございます。これは中身はまた後で説明いたしま

すけれども、アンケート、インタビューをやって、その結果、非常に幾つか示唆的な課題があ
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りましたので、それについて対策を講じるべきだといった意見がございました。あと、人材の

確保と育成が必要ですとか、あと、研究職員のキャリアパスを明確にすべきと、そういったよ

うな意見が規制委員会で出たところでございます。 

次、5ページ、規制の厳正かつ適切な実施と技術基盤の強化です。これは全てAで、トータル

としてもAでございますが、中身については、まず一番上の丸で、審査はコロナの影響下でも

適切に行ったということですとか、研究も着実に進めたといったようなこと、あと、規制基準

の改善については、三つ目の丸で、震源を特定せず策定する地震動の規制への取り入れ、デジ

タル安全保護回路の関係、輸送関係の規則の改正などを行ったということでございます。 

規制委員会から指摘がございましたのは、新検査制度と書いてありますけれども、新しい検

査制度が昨年度からちょうど始まったところでありまして、その運用経験などを踏まえまして、

今後改善すべき点を明らかにしてやるべきだということですとか、次、三つ目の丸です。廃棄

物に関する基準について、中深度、ウラン廃棄物というのはかなり進んだんですけれども、特

定放射性廃棄物というものについて、今後さらに検討が必要という意見がございました。 

次、6ページに参りまして、核セキュリティ対策の推進と保障措置という部分でありまして、

これは一つBが載っておりますけれども、自己評価のところは、核セキュリティ対策も保障措

置も概ね順調に進んだということでありますけれども、1点、特にという節がありまして、東

京電力柏崎刈羽原発において、核物質防護設備の機能の一部喪失事案、IDカード不正使用事案

という重大事案がありまして、これ自体は我々側の目標がというよりも東京電力側で起こした

ということでありますけれども、そのうちのIDカード不正使用事案について、規制庁事務局側

が情報を持っていたのに規制委員会まで適時に情報共有が行われなかったということがありま

したので、ここは改善が必要としてBという整理にしております。 

次、7ページに参りまして、施策目標の四つ目、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉の安

全と事故原因の究明でございまして、こちらは全てSかAという形になってございます。 

特に大きかった部分が二つ目の丸です。事故の調査・分析については、現場調査や検討会等

により確実に進め、3月に中間取りまとめを行うという大きな成果を上げたということでござ

いまして、会議で中間取りまとめを行っただけでなく、中身も事故から10年がたちまして、現

場のいろんなところに立ち入って調査ができるようになりましたので、その調査を経て、新し

い事実もつかんだ上で報告を行ったということで、大きな成果と整理してございます。 

次に、8ページ目に参りまして、放射線防護対策及び緊急時対応の的確な実施ということで

ございます。こちらも幾つかBがありまして、トータルBとなっております。 

一番上の矢羽根のところの五つの丸は概ね順調に進みましたというところが書いてございま

して、進んでいなくてBになっているのが、「ただし」の節でありまして、原子力事業者防災

訓練、これが全事業所ができませんでしたということと、あと、EALの判断基準に関する抜本
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的な見直しというのも具体的に最後まではできませんでしたといったこととか、あとはコロナ

の影響で会議が一つできませんでしたといったことが書いてございます。 

あと、委員会からの指摘として、今年2月に福島県沖で地震があったんですけれども、その

ときの緊急時対応で幾つか課題が出まして、それを検証して改善していくことが必要といった

ようなことがありました。以上が、政策評価の内容ということになっております。 

その上で、次、資料3に参ります。今、言っているものが政策評価の概要なんですけれども、

その中で幾つか今年大きく変えた部分もありましたので、それについて御報告いたします。 

令和2年度におけるマネジメントシステム運用の改善点、資料3というものでございます。 

マネジメントシステムと書いてありますが、1ページ目の一番下のところで、我々の中では

マネジメントシステムのPDCAと政策評価は統合的に運用していますので、マネジメントシステ

ムの運用の改善ということで政策評価の改善にも結びついているというものでございます。 

まず、1の施策ごとの「投入人員」の算出ということでございます。 

施策は先ほど五つと言いまして、さらにそれを細かく18に区分してありますけれども、それ

ぞれごとに「投入人員」、何人その仕事をさせているかということと「1人当たり月平均残業

時間」というものを算出しまして、評価シートに書いて分析をしております。 

今回は1年の分析だけなんですけれども、今後、経年変化までできるようになれば、幾つか

見えてくるものもあるというふうに思っております。中身は御説明を後でいたします。 

算出に当たっては、幾つか留意点を踏まえながらやっていまして、こういう作業は膨大な作

業があると、みんな疲れて、来年度できなくなっちゃいますので、既存データも使って、あま

り作業が大きくならないように効率的にやりましたと。あとは実態に近くないと意味がないの

で、なるべくミクロ情報を積み上げる形で実態に近い数字を出すように心がけたということ、

あとは、年ごとに人が異動すると、やり方が変わっちゃうとまずいので、統一ルールを決めて、

そのとおりやったということでございます。 

あと、もう一つの改善点が職員アンケート・インタビューの実施と、その結果を受けた改善

ということで、従来よりアンケート・インタビュー、これは数年おきに実施していたんですけ

れども、中身を大幅に変えましてやりましたということです。 

それによって組織の課題がよく見える特徴的な調査結果が得られまして、キャリアパスが描

けないといった若手職員の不安なんかも聞こえてきまして、人材育成基本方針の改正といった

改善につながったというところでございます。これを継続していくことで、経年変化を分析で

きるようにすれば、さらに見えてくるものもあるかなというふうに思います。 

中身を簡単に御紹介させていただきますと、2ページ目以降の別紙1というのが、先ほどの投

入人員の分析というものでありまして、2ページ目のところで各五つの施策目標ごとに何％の

人がそれについて働いているかというのが整理してございます。 
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次に、3ページ目で五つをさらに細分化すると全部で18になりますけれども、18ごとに何％

になっているか、何人になっているかというのが、この表のようになってございます。 

次のページで組織別内訳ということで、各施策目標にどの組織の人が主に働いているかとい

うのが見えるものになっています。 

あと、目標ごとの従事職員の一人当たりの月平均残業時間ということで、どの施策に取り組

んでいる人が一番忙しいかというのが分かるものになってございます。これは1年間だけです

ので、これでもって何が分かるかというと難しいところもあるんですけど、これが経年変化を

追うと、ちょっと新しいものも見えてくるかなというふうに思います。 

次に、5ページ目、算出方法の詳細というのも簡単に御説明させていただきます。 

こういうのは数字を出すのは出し方をちゃんと決めないと、比較できなくなって、数字を作

っても意味のない数字になりますので、ここは非常に留意をした部分であります。 

算出に使った資料は、各課室の年度業務計画という、これはマネジメントシステムの中で作

られているものでありまして、4～5月に全課室が作りまして、それぞれこの業務はこの施策の

うちの一つですみたいな整理になっていまして、各課の業務と18の施策は元からひも付いてい

るという状態になっています。各課室の1人当たりの残業時間、これも残業手当の計算の必要

上、当然把握していまして、これも既存データとしてある。 

新しく作業しましたのは、各課室ごとの業務ごとの投入人員数ということで、先ほどの各課

室の業務計画で、この業務、あの業務とリストアップされているものに何人ずつ働かせていま

すかというのを整理をしたものでございます。 

これは表で見ていただいたほうが分かりやすいと思うので、次の6ページ目を見ていただき

まして、算出の方法の例でありますけれども、例えば、長官官房総務課、こういう業務リスト

になっていますというのが年度の業務計画で定まっていまして、それが右側から二つ目の欄、

施策という18の施策のどれに当てはまるものかというのを整理してございまして、それらは既

存のものでありまして、あと、人員というところ、これは今回新しく作業してもらったという

ものでありまして、総括的な業務に6.4人、行政文書の管理に7.5人というふうに張り付けてい

ますというふうに数字を整理しまして、総務課全員を足すと24.8人なんですけれども、こうい

ったように分割して、どこに何人働いているというのを整理してもらっています。 

さらに残業時間のほうについては、下の計算ですけれども、各課で1(2)規制業務を支える業

務基盤の充実というところに、どの課が何人働かせているかというのは全部出てきまして、ト

ータルで121人、それぞれの課ごとの月平均残業時間というのも分かっていますので、それを

掛け算して、足し算して、全体2915.1を121.2で割ると、24.1時間/人・月になるといった計算

をしております。そういったことでございます。 

次に、原子力安全文化に関する職員アンケート・インタビューについてでございます。 
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まず、経緯でございますが、平成27年に原子力規制委員会で「原子力安全文化に関する宣

言」というのを決定してございます。その中で安全の最優先ですとか、リスクの程度を考慮し

た意思決定ですとか、コミュニケーションの充実といった八つの行動指針を定めてございます。 

以来数年おきに、アンケートとインタビューをやっています。アンケートは既に3回、イン

タビューは1回やってきたんですけれども、ただ、アンケートとインタビューの設問がちょっ

と直接的にすぎるというか、八つの行動指針の抽象的な文章を引用して「守っていますか」と。

例えば「あなたは安全を最優先していますか」とか、「あなたは常に問いかける姿勢を持って

いますか」と、そう聞いていたんですけれども、なかなか、それだと皆さん答えにくいですし、

回答結果も解釈が難しくて、そこで大幅に変えました。昨年度は欧米の原子力規制機関の職員

アンケートの事例ですとか、民間企業の従業員満足度、Employee Satisfactionの調査も参考

にしまして、個々の職員に直接にそういうことを聞くのではなくて、安全文化というものを要

素に分割しまして、組織の風通しのよさですとか、仕事のやりがいですとか、良好な職場環境

ですとか、良好な業務マネジメントといったものに分割しまして、それぞれの状況を聞くとい

うことで、間接的に把握できるような設問に変更したということでございます。 

アンケートは、課室長級以下の全職員を対象にしていまして、WEB経由で、回答率67％の回

答者652人といった数字になっています。インタビューにつきましては、37人を抽出して実施

しまして、部長・審議官級が5人全員と、あと課室長級11人は事務局が選びました。課室長以

下21人は無作為で抽せんで選びましたということでございます。 

インタビューは、我々が聞くと、ちょっと言いにくいこともあるでしょうから、外部委託を

して実施しております。インタビューは1人30分ぐらいで、あと聞くときは、そこで言ったこ

とは、○○級職員ですと匿名化した上で、項目ごとに整理して公表する形でのみ使いますとい

うことを事前に伝えた上でインタビューしてございます。 

その結果でございますけれども、まず、アンケートのほうが8ページ、9ページにございます。 

まず、8ページ目、アンケートの結果の概要と解釈というところでございます。数値の見方、

これは全部5択というか、5段階で答える設問になっていまして、「非常にそう思う」から「そ

う思わない」まで五つの選択肢がありまして、「そう思う」というと5点、「そう思わない」

というと1点になっていまして、その平均値を取っております。 

回答者全体の傾向としましては、全36問中、3.5以上をよい状態と整理しますと、13問あり

まして、例えば、総合的に判断して、原子力規制庁では安全を重視する文化が定着している、

これが平均3.83ということで、みんなが「普通」と思えば3なので、大分いい状態かなという

ことですとか、課室で主体的に業務のあり方を考えて、積極的に意見を言う雰囲気がある、こ

れが3.57ですとか、仕事にやりがい、これも高くなっています。 

一方で低い、標準の3.0より悪いのは、全部で4問ありまして、人員とか予算の確保、あと人
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事評価のフィードバック効果とか、そういったところ。具体的には、十分な人員・予算の配分

がなされている、これが2.67と非常に低くて、あとは人事評価のフィードバックが有用なもの

となっている。「なっている」と聞いて低いのは「なっていない」というのが多いと。あとは、

必要な手順やノウハウの共有がされていないといった辺りが低い数字になってございます。 

次に、セグメント間で見ますと、所属部署、役職、年齢などに区分を引いていますので、セ

グメントごとの比較もできる形でアンケートいたしました。これは絶対値ではなくて、全体平

均より0.15以上高いものを、よい評価したものとして青くしていまして、0.15以上低いものは

赤というふうにしています。 

全部の36問を見渡しますと、8ページの一番下の表のとおり、青が多いのは役職が高い人が

多い。例えば課室長級は青が18個、赤が1個、一方で係長級は青が1個もなくて赤が8個という

ので、役職が高いほどいい状態と思って、役職が低いほど悪いと思っている傾向にあります。 

年齢で見ましても、60代は青が多くて、20代、30代は赤が多いと。1点注目したいのは20代

と30代の差もありまして、20代は青が比較的多いんですけれども、30代になると青がなくなっ

て赤だらけということで、働き出した直後は、まあいいのかなと思っても、だんだん慣れてく

ると悪さが見えてくる。そういったちょっとよろしくない傾向のような気がいたします。 

次、9ページ目に参りまして、もう少し具体的に見てまいりますと、組織の将来を担い、か

つ、組織の現状もある程度理解している30代の人がどういう評価をしているかということで、

例えばQの9、課題について先延ばしにしがちだ、チームワークに危うさがある、仕事にやりが

いがある、将来性があるといったところに低い評価をしているということでございます。 

次が組織ごとに見たところ、特徴的に出ましたのが審査グループでございまして、審査グル

ープというのは施設の許認可、何とか原子力発電所の許認可といったような仕事をしている人

たちでございます。非常に社会的な注目度が高く、規制委員会の中でも最も重要な業務といっ

ていいかと思います。それらの人がどう思っておられるかということですけれども、仕事の中

身についてはプラスに評価していると。常に問いかける姿勢を持って業務をしている、先延ば

しにはしていないと、そういったところで高い評価なんですが、一方で、やりがいはちょっと

どうだろうかとか、仕事が多過ぎるとか、規制庁には将来があるんだろうかといったところが

低く評価しているというところでございます。 

あと、次が原子力規制事務所、これは東京以外の各地方の原子力発電所の近くなどにある事

務所の職員ですけれども、それらの人は、例えば、十分な訓練準備は行っているというのが低

いので、訓練ができていないんじゃないかですとか、人事評価が不公平だと思っている方が比

較的多いですけれども、一方で現場に近いので、多分、手触り感があって、仕事にやりがいは

感じておられるようです。また、仕事は多いとは思っていないというようなことでございます。 

最も忙しいと感じているのは、どうやら40代のようでありまして、これは面白いのは、残業
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時間で見ると、多分もうちょっと若い人のほうが多いと思うんですけど、時間というより、や

っぱり責任感とか、そういうものも加味しながら40代の人が主観的には仕事が多いと思ってい

るようですということでございます。 

あと、ほかの組織からの出向者、これは出向元と比較して答えていると思うんですけれども、

その人たちがどう見ているかということで、問いかける姿勢が足りないですとか、課題を先延

ばしにしているですとか、あと情報が一般向けに分かりやすいようになっていないですとか、

そういったところが低く評価されているといったところでございます。 

次に、10ページ目に参りまして、インタビューでの代表的なコメント例ということで、個別

にインタビューしたときのコメントでございまして、組織文化としては、学習意欲は高くて、

技術は重視しているといったような意見があった一方で、指導とか育成が不足しているですと

か、技術偏重ですとか、外部からの目が不足しているといったような指摘がありました。 

モチベーションについては、仕事のやりがいがあるという答えが比較的多かった一方で、社

会からなかなか肯定が得られない仕事なのでといった意見がありました。 

あとコミュニケーションについては、フラットな組織なので意思疎通が容易、オープンな議

論もできているといった意見もありましたが、一方で、部門をまたいでしまうと、情報伝達が

されていないですとか、あと、議論が形式的になっているといった意見がありました。 

あと、リーダーシップについては、トップのビジョンが明確だという人と明確じゃない、こ

れは相反する感じで両方出てきました。 

あと、マネジメントについては、業務は効率的だという人も多かったですけど、偏りがある

ですとか、プロセスやルールが不合理だという意見も見られました。組織的な改善活動はやっ

ているという人も、ないという人もあったり、そういった感じです。あと、ベテランが多くて

年齢構成に偏りがあるですとか、情報システムが貧弱といったような言葉がありました。 

あと、人事評価については、安定した職場で待遇も安定しているというのもありましたけれ

ども、一方で、横並びで評価に差がつかないとか、キャリアプランが未提示だとか、評価で報

酬に差がつかないといった不満も聞こえてきたところでございます。 

以下、11ページ以降は、具体の生のデータの類がついていまして、それらがアンケート、あ

とインタビューについて生のものがついているということでございます。 

21ページ以降が人材育成の基本方針新旧対照表とありますが、先ほど簡単に触れました、ア

ンケート・インタビューの結果を受けて分かった課題について、まず一つの対応としてこれを

したということで、これについては人事課長から説明をさせていただきます。 

○金城人事課長 今、御紹介にあずかりました人事課長の金城と申します。 

 それでは、お手元の資料の21ページ目、別紙の4を説明させていただきます。 

 先ほど、黒川さんの説明の中にも、やはり、若手の職員などからキャリアパスみたいなもの
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が描けないといったようなものがありまして、実は基本方針の改定と同時期ぐらいにアンケー

トの結果が出てきて、我々も議論していました。 

 21ページ目なんですけれども、アンケートの結果を踏まえて修正したのが、21ページ目、左

側の改正後といったものが最終的な改正なんですけれども、右側の改正前の赤字で書いてある

ところをきれいに書き直したのが左側の改正後の最初の段落なんですけれども、キャリアパス

自体は昔の人材育成の基本方針からも設定していたという位置づけでありました。 

 ただし、アンケート結果からすると、そうしたものが見えないといったものが出てきまして、

それを踏まえて、これは4か月ぐらいかかったんですけど、職員には一体何が見えていないの

かというのを実際インタビューをしながら検討してきまして、少なくとも規制庁の業務の中心

となっている技術系の職員に対しては新しいものを示さなきゃいけないんじゃないかというこ

とで、その結果、21ページ目の左側の改正後の下の4行、この4行はまさにアンケート結果など

を踏まえて、特に技術系の職員に対して、資格を付与するという制度はもうできているんです

けれども、そういった職員にちゃんと専門性を維持できるようなキャリアパスを、ちゃんと理

解を共有して、それに適した職務も付与するといったことを書き加えました。 

 文字だけでは具体的に分かりにくいので、じゃあ、どのようなキャリアパスといったものを

約4か月の間、議論したかと申しますと、22ページ目、送っていただきまして、これまでにま

さに人材育成の基本方針、あとは公務員共通的にそうかもしれませんけど、キャリアパスを書

くときに、左側の図があるんですけれども、職位、例えば、係員級、係長級、補佐級、管理職

級と職責など、職務の内容も変わってきますという、そういうのが一般的なキャリアパスにな

っています。そういったところ、実際、キャリアパスが見えないといったような声は、審査を

やっている人とか、そういう人から、実際、今、必要な技術的な能力とかが、この後もちゃん

と生かしていけるのかとか、そういった議論がございました。 

そういった中で、やはり補佐級ぐらい、一番アウトプットが出るところでは、ある程度、専

門性みたいなものを生かしてちゃんと職務をしてもらえるようなキャリアパスが描けないかと

いうことで出したのが、この22ページ目の図であります。 

そういった中で、キャリアパスの分野として四つぐらい設けまして、右側の表にございます

けれども、原子力プラント規制、先ほどありましたような実用炉の審査をしているとか検査を

しているとかというようなところは一つのカテゴリーにしまして、一方で、原子力プラントと

いうのは原子力という巨大エネルギーをどう活用するかの規制をしているんですけど、そこか

ら副産物として出てくる放射線、そういったものの影響を中心に見ていく原子力災害対策だと

かモニタリングみたいなものをもう一つのグループとして設けました。 

それぞれは大きいグループなので、それなりに職員数、技術者も多いんですけれども、一方

で、特定の分野になりますと、ちゃんと人事の側でも配慮しながら育てていかないといけない
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というところが二つございまして、そこが特定分野に示されている自然ハザード・耐震、やは

りここの分野はなかなか専門家を育てるのが難しい、外からもそれを得るのが難しい分野なの

で、ちゃんと育てていくといったものが必要ですし、あと、保障措置といいまして、ニュース

でよく流れるのはイランの核査察とか、そういう問題ですけれども、やはり、原子力の安全利

用に関しては、これは基本的にちゃんとしておかなければいけない行政サービスになりますの

で、こういったところは特にIAEAといった国際機関での職務経験みたいなものが必須になりま

すので、こういったところは特別な分野として設けております。 

補佐級で、こういう分野を分けるんですけれども、じゃあ、それぞれの段階でどうやって機

会付与していくんですかというところが、資料を1ページめくっていただいて23ページ目です。 

先ほどの図にあったように、分けるのは補佐級なんですけれども、それに向かって係員級の

ときは、まずは先ほど基本方針にもありました資格付与みたいなものを集中型教育訓練などに

1年間技術職員を入れて訓練するといったものは、もう整備しましたし、あとは、まず、いろ

んな分野を経験してもらうというのが最初は大事かなと。 

次に係長級になりますと、ある程度、自分は補佐級になると、専門分野を絞り込むんだとい

うのを意識しつつ、いろんなポストを回るんですけれども、やはり、現場、規制事務所などで

は少なくとも一度は勤務するとか、あとは先ほどあった保障措置に行くに当たってはIAEAなど

にもちゃんと勤務経験を積ませるといったものを明示しました。 

そして補佐級になりますと、先ほど示したような分野を中心とした業務になるんですけれど

も、そういったところでも規制事務所などの現場はちゃんと行きますし、あとは海外・他省庁

勤務をしっかりと機会を付与すると、そういったことで、これまで示していたキャリアパスか

らさらに踏み込んで専門性を、この後、どう生かしていくのかというのを示しました。 

最後、24ページ目は、そういう新しいキャリアパスイメージを示しましたけれども、それを

ちゃんと実現していくために、我々人事当局としても、しっかりとコミュニケーションをそう

いった職員と取っていくために説明会も行いますし、あとはいろいろ異動の希望なども聞いた

りしますので、そういった中で自分の専門分野みたいなものがちゃんと各職員から聞けるよう

な仕組みもつくっていきたいというふうに考えていますし、あとはほかの分野に当然業務の幅

を広げる観点から異動することが必要な場合もあるんですけど、そういった時には特にちゃん

とその狙いなどについてコミュニケーションを取って異動を行っていくといったようなこと、

これをキャリアパスに関する取組として委員会に報告させていただいて、今、実際、若手職員

などを対象にして取り組んでいるといったところでございます。 

少し長くなりましたけれども、説明は以上になります。 

○黒川参事官 引き続き黒川のほうから説明いたします。 

 次、資料4、これが今年の3月に定めました本年度の重点計画でございます。規制委員会で重
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点計画を3月に定めまして、次、資料5が今年度の政策評価の事前分析表ですが、これは概ね3

月に定めた重点計画のものをExcelの形ではめ込んでいるといいますか、移しているというも

のでございます。 

その上で幾つか昨年度に比べて変わった部分がありますので、簡単に御紹介いたしますと、

資料5の1ページ目の下から二つ目の欄です。職員の確保と育成というところで、新規採用者に

占める女性割合35％を新しく今年度から目標に定めました。次、2ページ目の6という定性指標

の下の辺り、安全文化に関するアンケートについては国際的な水準にも沿った定点観測の手法

となるように改善するですとか、マネジメントレビューについて、アンケート調査の結果も踏

まえ、次年度の計画に反映させるサイクルを作れたかといったことを書いてございます。 

次に、定性指標7の下から8行目辺り、情報システムを更新する時期なんですが、職員がいつ

でも・どこでも業務を遂行できる環境を提供し、ワークライフバランス、感染症の流行にも対

応できるようにするシステムを新しく作れたかといったものを新しく目標に掲げております。 

次に、5ページ目に参りまして、原子力規制の厳正かつ適正な実施と技術基盤の強化という

部分でございます。こちらの定量指標は特に変更はございませんで、変更というか、新しくト

ピック的なものがありますのが6ページ目でございます。6ページ目の定性指標の4の下から3行

目、東京電力柏崎刈羽原子力発電所への追加検査についてということで、柏崎刈羽、核セキュ

リティ関係で幾つか事案がありましたので、それについて追加検査をするということになって

いまして、特別の体制を設けて、検査の計画立案、実施など一連の検査活動を行えたかといっ

たようなことが新しいトピック的なものとして入っております。 

あとは6ページ目の一番下の行、新しい検査制度が導入されたんですが、検査官からの意見

を聞いたり事業者との意見交換をしながら検査について見直しができたかといったものを盛り

込んでございます。 

次に11ページに参りまして、核セキュリティ対策については、定量指標の変更はなく、定性

指標についても柏崎刈羽の件が再掲されているぐらいで、特に新しい部分はないと思います。 

次に、14ページに参りまして、東京電力福島第一原子力発電所の関係でございます。 

ここで変更がありましたのは、まず定量指標の2のところ、国内外への発信というのがあり

まして、昨年度、事故の分析結果の取りまとめをしましたので、それらを国内外に発信すると

いうのを目標として3回と掲げています。 

あとは下のほうの定性指標のところでは、今年度の大きな変化として、今年の4月にいわゆ

るALPS処理水について海洋放出するという政府方針が出ましたので、それに対して規制当局と

してどう対応するかが幾つか出てまいりまして、定性指標の3の下3行、ALPS処理水の処分に関

する何とかかんとかという部分ですとか、あと、一番下の行ですとか、あとは15ページの定性

指標の5の一番下の行、これもALPS処理水の関係の海域モニタリングについての記述が新しく
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盛り込まれたというところでございます。 

次、16ページ以降が防護対策及び緊急時対応でございます。こちらは定量指標については特

段変更はございません。次に定性指標については、17ページの7のところ、訓練の関係では幾

つか進化しているようでありまして、例えば三つ目、オンサイトとオフサイト間の組織的連携

を強化させるための訓練を実施したかですとか、そこから6行目下、オフサイトで始まる行で

す。オフサイト系の対応について、高度な意思決定能力を養成するための訓練を実施したかと

いうところで、訓練関係の対応がより強化される目標になっています。 

これらが、本年度の政策の目標ということになっております。説明は以上でございます。 

○飯塚座長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまご説明いただきました資料

に対しまして御意見、御質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 亀井委員、どうぞ。 

○亀井委員 御説明、ありがとうございました。亀井です。よろしくお願いいたします。 

 ちょっとたくさんあるかもしれないんですが、順番に資料に沿っていきたいと思います。 

 まず、資料1についてなんですけれども、一つコメントで二つ質問です。 

 まず、一つ目のコメントとしては、これはまた後で詳細、マネジメント、人事関係のところ

でまたお伺いしますけれども、このインタビューとかアンケートがされたということはとても

評価をしていいんじゃないかなというふうに思います。 

 ただ、一つあったのは、さっき女性の雇用比率を35％にするという定量的な目標はあったん

ですが、今日も皆さんそうなんですが、外部の方に女性はいるんですけれども、そちらには女

性は一人もいらっしゃらないという感じもあって、ここら辺はかなり寂しいなという。ほかの

霞が関は結構、今、女性が活躍しているので、そこら辺は、原子力規制って別に男性じゃなき

ゃできない仕事では私は絶対ないと思いますので、そこら辺はもっと突っ込んで考えなきゃい

けないことなんじゃないかなと。そうですよね、女性はいらっしゃらないですよね、すみませ

ん。画面が小さくて見えないんですが。いる。すみません、失礼しました。大変申し訳ないで

す。大変大事なので頑張ってください。そこはそう思いました。ここはコメントです。 

 それから、質問なんですけれども、6ページ、核セキュリティのところの対策の推進のとこ

ろなんですけれども、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の件は、私も一人の国民として大変危機

感を覚えた話でございますけれども、そういう中で適時に情報共有がなされなかったのはなぜ

なのかというところについて、これはきちんと御説明をいただく必要があるんじゃないかな。

このなぜが書いていないところが大変気になったところではございます。これが1点目の質問。 

 それから、2点目なんですけれども、これも8ページのところで、原子力規制委員会から指摘

があったとのことなんですけれども、福島の地震が、私も覚えていますけれども、大変大きな

地震がありました。そういう中で、東京電力福島第一原子力発電所事故の現場でもいろいろと
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作業をされている中について、各機能班の動きや相互の連携等に課題があったというふうな御

指摘があったやに書いてありますけれども、具体的にどういうことなのか、これは御説明いた

だければというふうに思います。これがいわゆるパワーポイント資料についてです。 

 それから、マネジメントシステムについては、さっき全体として申し上げたとおりで、まず、

こういうものを皆さん自身が、これは事前にお伺いをしたら、皆さん自身が作られたというこ

とで、これはとても頑張られたなというふうに率直に思いました。 

 それはとてもいいことなんですが、それを踏まえてなんですけれども、まず、最初のコメン

トとして申し上げると、回答率が67％というのは決して高くないなというふうに思います。な

ぜ67％になるのかということについて言えば、どうせ答えても変わらないからと思っている人

が多いんだとすると、これは実は結構な問題で、ここはしっかり考えていかなきゃいけないの

かなというふうに思います。 

 そういう中では、今回のアンケートやインタビューを踏まえて、何かしらの改善をというこ

とで、人事上の改善という形で21ページから24ページについて、何かこれを変えていきますと

いうような形が、かなり時間をかけて行われたという御説明が、今、あったんですが、ここで

一つ確認しておきたいのは、今までやっていたことを文章化したのか、それとも今までやって

いなかったんだけれども、やることにしましたというのはどれなのかが結構大事なんじゃない

かなと思います。それによって、ここで問題を提起した人たちが、ああ、確かに変わったなと

いうふうに組織が変わっていく、これはまた時間がかかるんですけれども、ということなので、

ここは質問にもなりますが、今までやっていたことを文章化したのがどれで、逆に言うと、新

しくこれは始めることにしましたというのが何なのかというのが今日の御説明では分からなか

ったので、ここはしっかり御説明をいただく必要があるのかなというふうに思いました。 

 それから、細かいんですけれども、あと3点ほどなんですけれども、アンケートの回答全体

を11ページに書いてあるんですけれども、その中で、「非常にそう思う」「そう思う」「どち

らともいえない」「そう思わない」「全くそう思わない」とあえて五つに分けて、「どちらと

もいえない」を選択肢として入れているのがこのアンケートの回答の特徴なんだと思うんです

けれども、そういう中で「どちらともいえない」と書いている人がなぜなのかは、無視しちゃ

いけないのかなと思います。結構、これが4割超えているところがあったりして、今、どちら

かといえば、平均値を見たりだとか、集計値を見たりされているんですけれども、「どちらと

もいえない」のが4割超えているところで気になるところが幾つかありまして、例えばという

ふうに挙げていけば切りがないのでここではやめておきますけれども、ここはもう一段分析を

していただいてもいいんじゃないかなと思いました。 

 それから、細かいところで、いわゆる逆の質問というのがあるんですが、これは私たち研究

の世界でこれをやると、大体アンケートの回答の精度が狂います。なので、逆じゃない質問に
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したほうがいいというふうに思います。これは来年度以降の学びだと思います。 

 最後に1点なんですが、ここら辺は、やっぱり規制庁の中だけでやるんではなくて、ベンチ

マークをするとか、あと、専門家が見て分かること、私はあいにく人事の専門家ではないので、

人事の専門家が見て、この回答はこういうふうに見えますみたいな形の、ある種、専門家の皆

さんにきちんと見てコメントをいただく必要があると思いますので、これは決して表に出さな

くていいと思いますけれども、そういう専門家の方を訪ねていって、これをどういうふうに、

私たちで集計してみたんですが、御覧になりますかという形で御質問されたりして、それをフ

ィードバックされるのがよろしいんじゃないかなというふうに思いました。 

 以上、質問とコメントが混在していますけれども、質問についてお答えいただければと思い

ます。あるいはコメントについて何か御意見があればいただければと思います。以上です。 

○飯塚座長 お願いできますか。 

○荻野長官 規制庁の荻野でございます。今日はどうもありがとうございました。 

 冒頭の女性の比率の話と、それから、東京電力の柏崎刈羽発電所の件、御指摘、御質問です

が、女性の活躍がまだまだ、特に幹部級で十分でないというのは私どもも重々認識をしており

ます。原子力規制委員会自身も最初は女性の委員がいたんですけれども、今は全部たまたま男

になってしまっています。あと、課長級では、今、参事官が2人、全部で25人ぐらいでしたか、

ということで、非常に不足をしておりますけれども、おっしゃるように、海外を見ますと、規

制機関のトップが女性である、あるいは規制機関の相当数が、スペインなんかはそうですかね、

女性が大勢活躍しているというところもありますので、そこも人材の獲得には努めていきたい

と思っておりますし、なかなか採用でもあれなんですが、出向で来ていただく方なんかでは、

いろいろ環境省とか厚生労働省辺りから技術系の女性もたくさんいらっしゃいますので、来て

いただいているようなことも努めてまいりたいと思っております。 

 それから、東京電力柏崎刈羽発電所における核物質防護事案について、原子力規制委員会委

員に対して適時に情報共有がなされなかったというのは、非常に由々しい問題でありました。 

いろんな事情がありますけれども、検査で得られた情報については、幾つかの決め事があっ

て、比較的軽微なものは四半期ごとにまとめてやると。重要なものは個別に評価のプロセスに

乗せて評価をするということだったんですけれども、本件につきましては、初期段階でこれは

四半期ごとに報告すべきものだというような評価になってしまったんですけれども、やや、そ

の運用がちょっと硬直的であって、まず評価自身が甘い評価であってはならないということも、

もちろんなんですけれども、それ以外にも個別の事案があったときに、評価云々以前に上げる

べきものは迅速に規制委員会、規制委員に報告するというような形で、そこは運用を直ちに改

めているところでございます。 

背景として、なかなかこういった核物質防護事案なんかにつきましては、情報の秘匿という
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ことが非常に重要である、セキュリティ上の問題もありまして、どちらかというと、専門の部

隊だけで判断をしていたというところもあるんですけれども、その辺はより委員会のマネジメ

ントといいますか、規制庁と委員会を分けた意味でのまさに委員会自身のマネジメントを強化

するというような形で、委員会に直接生の情報が上がるようにといった形で運用を改めている

ところでございます。 

○片山次長 規制庁次長の片山でございます。 

 今年2月の福島県沖の地震の対応について回答いたしますけれども、まず、一つの問題、こ

れは規制庁に参集した職員だけの問題ではないんですけれども、やはり、事業者からの連絡が

遅いところがありまして、特に福島第一原発からの情報伝達というのが、ほかの施設に比べて

遅かったというものが一つございます。 

 それから、あと、もう一つは、これはたしか夜だったと思うんですけれども、やはり、機能

班ごとに参集してくる職員の数というのにばらつきがありますので、当初、そのばらつきを平

準化して、職員がなかなか集まらない機能班に、たくさんいるところから助っ人を出すといっ

た差配、最終的にはそういう差配をしてやったんですけれども、ちょっとそこに手間取ったで

すとか、あと、クロノロシステムを使って情報共有するんですけれども、単純なミスでその設

定範囲を間違ってちゃんと共有ができていなかったとか、そういった細かい不具合というのは

かなり摘出されておりますので、そういったものはしっかりと改善をして、これはマニュアル

の改訂のときに反映をしていくということをしていく予定になってございます。 

 それから、人材育成でございますけれども、新たにやったのは、別途つけました一般職技術

系のキャリアパスイメージというものを整理したというところがwhat's newでございまして、

これまでの役人のキャリアパスというと、係長のときはこうですとか、課長補佐のときはこう

ですとか、管理職はこうですだけなんですけれども、どういうふうに専門分野を絞り込んでい

くのかとか、特に配慮して育成していく分野はこういうところだとか、あるいは、どういう機

会の付与があり得るのかとか、そういったようなものを整理して職員に提示をしたというのが

新しい取組でございます。 

今後、一般職事務系でございますとか、総合職、あるいは研究職なんかについても、そうい

うものをつくっていくということをしなきゃいけないというふうに思ってございます。 

 それから、アンケートの読み方ですとか、あるいは質問の作り方、いろいろ御示唆、ありが

とうございます。また、これは継続的な改善につなげていきたいというふうに思っております。 

○飯塚座長 亀井委員、よろしいですか。ほかにございますか。大屋委員、どうぞ。 

○大屋委員 慶應義塾の大屋でございます。いろいろ御説明、ありがとうございました。 

 4点ほどありまして、質問としては一つかなという感じがいたします。 

 1点目は、今回の評価についてなんですが、もちろん、通常業務がきちんとできたかどうか
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というところで、きちんと評価をして、例えば、充足率が足りなかったという点については、

これはBになるのは仕方がないと思うのですが、新型コロナウイルス問題というのは、これは

原子力規制庁が原因となって生じた事態ではないわけであって、いわば不測の事態、不可抗力

の事態であると思います。このような場合には、それを前提としてベストエフォートでダメー

ジを軽減する策がどれだけ取れたかということをやはり基準にして評価すべきであって、もち

ろん、海外の機関に3人派遣するはずだったんだけど行けなかったというので、それはBだとい

う評価をしてもいいんですけれども、その代わりに何をしたのか、それが要するに十分な補償

措置になっているのかどうかというようなことで評価をして、これはBでもいいんだけど、質

的評価として、これはでも頑張ったんだとか、ここはもうちょっと頑張れたということをきち

んと洗い出していただくとよいのかなというふうには思いました。これが一つ目です。 

 二つ目は質問でして、パワーポイント資料の8ページ、施策目標のⅤです。これがBが出た一

つの要因として、39事業所のうち38事業所で防災訓練が実施できましたというお話がある。要

するに、1個足りないというわけで、この1個足りないのは、どこかということは把握しておら

れると思うんですが、どこか言っていただく必要はないんですけれども、どういう理由ででき

なかったのかについては、きちんと把握をしておられるのか。それは繰り返して言うと、コロ

ナウイルス問題だったらベストエフォートでしようがないなという判断の仕方もあろうかと思

いますので、そこは質問させていただきたいと思いました。 

 3点目は、今年の目標として設定された女性の比率についてです。これ自体は非常によいこ

とで、ダイバーシティを高めていくためにも有効な施策であるというふうに私も思いますけれ

ども、先ほどの話ですね、要するに、今、幹部級になっておられる方というのは、10年、20年

前の採用から出てきているので、ここの女性比率は急には上がりません。それを前提に、下か

ら頑張って上げていきますと、ここはこういうことになるわけですけれども、ちょっと恐れる

のは、どこかの大学の文科Ⅰ類と理科Ⅰ類の女性比率の違いというのを考えると、35％といっ

たときに、技術系は男性ばっかりになって、それを埋め合わせるように事務系で女性を採用す

るということになってしまう可能性があるだろうと。これ自体は、それでもやらんよりはまし

だという評価もあるかもしれませんが、ある意味では、性的役割分業の固定に結びついてしま

うので、長期的には決して望ましいことではないと思います。 

 トータルで35％というのはいいと思うんですけれども、それを実現するために特に技術系で

このぐらいには持っていきたいんだと。それは先ほどおっしゃったように、他省庁からの出向

も含めて、当面はやらざるを得ないと思いますけれども、そういうことをロードマップとして

は描いておいていただきたいというふうに思います。 

 4点目は、人事アンケートの分析についてで、これもこういうことに取り組まれて改善され

たのは非常によいことで、分析の仕方について工夫があったほうがよいというのは、それは亀
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井先生がおっしゃったとおりだと思いますけれども、もう少し続けて、どういう流れになって

いくかというのを見ると有益だろうと思います。 

 ただ、一つ気になっていることがあって、辞めるやつが本当のことを言うか問題というのが

あるんです。会社の悪口を言っているやつは辞めないんだという話もあるし、私も前の大学を

1回辞めているわけですけれども、移籍の話が本決まりになりかけた頃から、人前で悪いこと

を言わなくなったような気がすると、振り返って。やっぱり、ある意味では、今いる組織に対

してロイヤリティがあるから、悪いところは悪いと言うとか、アンケートにきちんと本気で答

えるとか、そういう対応をするのであって、ロイヤリティがなくなると、もう適当にごまかし

ちゃうわけですよね。それは、あるいは先ほどの回答率のところで、もう答えないという形で

出てくるかもしれないし、ある意味では、非常に不誠実な形で全部高くつけていると。目をつ

けられないように、気づかれないようにするという対応を取っている可能性もありますと。 

なので、これは非常に難しいんですけれども、可能な範囲で、辞める人、辞めた人分析とい

うのをすることが望ましい。なぜ辞めるんですか、なぜ辞めたんですか。これは辞める人に聞

くのは難しいですし、辞めるときに聞いても絶対本当のことを言いませんから、辞めた後にコ

ンタクトを取って聞くのは難しいので、やりにくいことで知られているんですけれども、それ

でも可能な範囲で、そういう調査をされて、分析に組み込まれたほうがいいとは思います。 

私からは、取りあえず以上です。 

○飯塚座長 幾つかお答えいただけますか。 

○金城人事課長 人事課長の金城ですけど。 

 詳しいデータは取り寄せて説明しますけれども、女性の比率、これは最近採用していても、

これは事務系、技術系問わずですけれども、女性の比率は上がってきている状況にあります。

ですので、管理職、補佐級で、その辺どうなっているかは、今、データを取り寄せていますの

で、データがそろいましたら、また御説明させていただきます。 

○飯塚座長 では、片山次長、お願いします。 

○片山次長 次長の片山です。 

 事業者防災訓練、1か所できなかったというのは、たしか新型コロナの影響で中止になった

ということでございます。 

 それで、実は新型コロナの影響が令和2年度始まった頃から急速に出てきたということもあ

って、令和2年度は10月に一度重点計画の見直しをする必要があるかどうかという議論を原子

力規制庁のマネジメント委員会で行いました。その中で影響を踏まえ、そもそも計画を変えた

事業もあります。いや、できるんだと言って変えなかったけれども、結果としてできなかった

というところが、その見通しの甘さも含めてB評価になっているところもあります。 

そういう意味で、何も考えずにBにしているわけではなくて、一応、各課室長には機会を与
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えた上で、こういう評価をしているということでございます。 

ただ、大屋先生がおっしゃるように、本質的には、ある種、自分ではどうしようもない原因

によってなされたもので、代替措置、どういうリカバリーをしたのかというのも加味した評価

というのは、おっしゃるとおりだとは思うんですが、ちょっと今回はそこまでではなくて、一

度チャンスは与えた上で評価ということをやっております。 

○大屋委員 大変よく分かりました。 

○飯塚座長 これでよろしいですか。じゃあ、藤田委員、どうぞお願いします。 

○藤田委員 藤田です。御説明、ありがとうございました。 

 先生方がこれまでおっしゃっているように、マネジメントシステムの運用ですとか、あるい

は職員のアンケート、これは大変よいと思いますので、ぜひ、続けていただいて、経年変化が

分析できるようにしていただきたいと思います。 

 それで、何点か御質問とコメントをさせていただきますが、まず、アンケートに関連して、

アンケート結果に対応する形で新しいキャリアパスを示されたということで、先ほど御説明を

いただきましたが、キャリアパス自体は平成27年頃から示されていたと思うんです。それが職

員にとってあまり有効でなかったというのは、先ほどのお話では、特に技術系の方について、

専門分化されていないというか、大ざっぱ過ぎて、もっと細かい具体的なものが必要だったと

いうふうに私は聞いたんですけれども、これまでのキャリアパスがあまり機能しなかった原因

というのは、そういう理解でよろしいのでしょうかというのが、まず1点目の質問です。もし

何かそのほか、今までのキャリアパスですとか、あるいは人物像といったものが職員にとって

効果的でなかった理由というのがありましたら、ぜひ、教えていただければと思います。 

 それから、その点に少し関係するんですけれども、資料2の4ページに、人事の参考とするた

めに職員の人事情報を格納した人事管理システムを構築したという一文がございます。これは

どのような情報をシステムに入力をして、そういったシステムを作られたのかということを、

もう少しできましたら詳しく教えていただければと思います。 

 お答えをお伺いする前に、ちょっと恐縮なんですが、私としてのコメントを申し上げますと、

ぜひ、人事管理システム、職員の専門性、一人一人の職員がどういう専門性を持っているかと

いうようなデータなども、ぜひ、システムに乗るような、かなりきめ細かいものを作っていた

だきたいなと思っております。といいますのも、私は自分の研究でイギリスの公務員の人事制

度などを調べているんですが、（イギリスでは）かなり長い間、職員の専門性の向上というも

のを目指して、かなりいろんな取組をしてきたんですが、最近の議論としては、確かに職員の

研修などの人材育成も重要であると。しかしながら、それと同じぐらいに重要であるのが、今

いる職員が持っている専門性を本当に有効に使っているのかという、実は専門性がある職員が

いるのに、その職員を適正に配置していなくて、かなり無駄遣いをしているのではないかとい
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うような議論もございまして、そういった意味でも、ぜひ、職員の専門性を把握して、それが

有効な配置に、効率的な配置に生かせるような人事のシステム作りというのをしていただきた

いなというのがコメントでございます。お答えをいただく前に申し上げて恐縮ですが、私自身

はそのように考えております。 

 それから、同じアンケートで、技術や知識の伝承がうまくなされていないという、そういっ

た結果もあったと思います。これに関しても、人材育成に関して、技術、知識の計画的伝承と

いうことで取り組まれているという御報告が規制委員会のほうでもあったかと思いますが、ど

うもそれがうまくいっていなかったのかと思います。なぜ今までの取組が、セミナー等も開か

れているというような記載があったかと思うんですけれども、伝承の取組がうまくいっていな

かったのか、その辺はどのように分析しているのかを教えていただきたいと思います。 

 それに関連してなんですけれども、資料3の15ページに知識伝承の失敗という項目が課題の

ところでございます。そこのところに技術伝承には文書に残すことが必要だと思うが、開示請

求に耐えられる文書でないと作成できず、メーカーのノウハウは公開できないことから、文書

化が実現しないという、そういったインタビューのコメントが載っていたんですけれども、こ

れはちょっと違うのではないかと私自身は考えておりまして、公開できないから文書化できな

いではなくて、基本的には文書化があって、そして、その文書を公開できるかどうかというの

は、やはり適切な理由によって公開できないという案件もあるかと思いますので、個別で判断

していただくことになるかと思います。公開ができないから文書に残せないではなくて、それ

は知識や技術の伝承のためにも、やはり文書化をまず第一に基本にしていただいて、公開でき

るかどうかは、その後の判断としていただくべきではないかと考えております。 

 長くなりましたが、以上です。 

○飯塚座長 どうもありがとうございました。じゃあ、まず片山次長、お願いします。 

○片山次長 規制庁、次長の片山です。 

 まず、キャリアパスですけれども、これまで示していたキャリアパスは、技術系ですとか、

事務系ですとかあまり関係なく、一般的に公務員はこういうふうにして、だんだんランクが上

がっていくんですみたいなキャリアパスしかなかったものですから、それを見ても、じゃあ自

分が係長級になったら、どういうところで仕事をするんだとか、そういうイメージがつかめな

かった。よく若い人は先輩の背中を見て、5年たったらこういう人にならなきゃいけないんだ

とか、10年たったらこういう人にならなきゃいけないんだという目標とする先輩をイメージす

ると分かりやすいんですけども、ちょっとそういうのもイメージできるようなキャリアパスに

なってなかったということです。 

 今回つくったのは、ある程度分野の特定をして、大体どういう求められるような能力ですと

か、あと資格制度との対比ですとか、そういうところもつけていますので、ある種、顔が思い
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浮かぶようなキャリアパス、資料にはなかなか顔写真貼れませんけれども、説明するときには、

例えばこういう人というふうに言えば、ああこういう人かというのが分かるような、イメージ

しやすいキャリアパスになったんじゃないかというふうに思っています。そういう意味で、今

回はかなり改善をしたものになっているんじゃないかと思っております。 

 それから、知識管理ですけれども、規制庁では知識管理は4象限に分けて、重要だけどなく

なりそうなやつというのを、できる限り減らしていこうということをやっておりまして。これ

は各課室に伝承しなければいけない知識というのは具体的に何ですかというのを特定してもら

って、今それがどういう状態にあるんだと。ある1人の、もう60近い職員がやめてしまったら

失われるといったようなものは、じゃあどうやって残していくんだといったような計画をつく

ってもらって、それをできる限り危機的状況にあるところから、だんだん落ち着いた状態に持

っていくという活動を、毎年やっております。取り組み始めてから、その大事だけどもなくな

りそうだというものは、かなり減りました。かなり安定的に残せるようになってきています。 

 一方で、職員アンケートにある知識伝承というのは、個人としてどう思うかということなも

のですから、なかなか、ある非常に専門分野で優秀な先輩がいたとして、じゃあこの人が異動

した後、誰がその仕事をやるんだということに対する不安ですとか、そういったものが割と直

接的にアンケート結果には出てきているのかなというふうに思っています。 

 したがって、その知識管理というものを継続的にしっかりやる中で、できる限り専門性が高

い分野の知識なり何なり、経験なりというものが失われないように伝承していく取組というの

は、継続的にやっていきたいというふうに思っております。 

 人事管理システムについては、人事課長のほうから説明をさせます。 

○金城人事課長 人事課長の金城であります。 

 人事管理システム、資料にもありましたように整備いたしまして、昨年度の予算で整備して、

今年度から導入しているんですけど。今のところは、その開発したシステムが、うちのシステ

ムで一応使えるというところまでは確認をしまして、これからまさに人事データを入れて、皆

さんで共有がどうできるかというのを、今、試そうとしています。 

 そういった中で、先生が御指摘のありましたような、専門性とか、あとこれまでの職歴みた

いなのはちゃんと入れられることは確認してますので、実際にちょっとどう使えるかは、今検

証しているところであります。以上であります。 

○飯塚座長 よろしゅうございますか。長官、どうぞ。 

○荻野長官 最後に、なかなか文書化しにくいので残しにくいという声があるということにつ

いての指摘がございました。おっしゃるように、文書化が前提で、きちんと文書化するという、

あるいはどういう形なら文書化できるかというふうに頭を使うこと自身が知識の整理にもなる

わけですから、それが基本であることは大事だろうと思います。 
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 また、全体として言えば、規制庁は、規制委員会は非常に公開を、100％公開を目指すとい

うつもりで仕事をしていますので、いろんなものが残っていると思います。 

 その上であえて申し上げれば、やはりこういったメーカー側のノウハウに当たるものである

とか、それからセキュリティ関係のものであるとか、その他いろんな意味で文書に残しにくい

ものがあって、それをどうするかということはあるんだろうと思います。これはある意味で、

霞ヶ関全体を通じるようなものがあるのかもしれなくて、そこはどういう工夫をすることによ

って、ある意味で文書化をしていく上での知恵の働かせ方ということであろうかと思いますけ

れども、そこはいろいろ工夫をしていきたいと思います。 

 非常にリラクタントになってしまうと、結局出せないものも含んでいるからちょっとやめち

ゃおうみたいなことになるんですけども、そういうことのないように、そこはきちんと進めて

まいりたいと思います。 

○飯塚座長 ありがとうございました。よろしゅうございますか。 

 ほかに、いかがでしょうか。どうぞ、町委員、お願いいたします。 

○町委員 よろしくお願いします。新型コロナウイルスで大変な中、制限もある中で大変だっ

たと思いますが。私も幾つかあるんですけれども、今年、東日本大震災から10年たちました。

原子力規制庁ができたきっかけは、やっぱり福島第一原発事故が起きたからです。各先生方か

らもありましたけれども、職員の方たちのインタビュー、本当に私は示唆に富んだもので、い

つも細かい指摘ばかりで恐縮なんですけれども、本当に日本が原発を動かしていいのかという

のを思いを抱えながら、私はこのいつも懇談会に参加して、いつも厳しい目で見てきました。 

 実は、職員のやっぱりインタビューの言葉を見ると、一番懸念なのは、やっぱり事故の風化

という言葉がやっぱり課題の中に出ていることが、とても私はやっぱり心配です。事故を経験

してない人が入庁するだったりとかです。規制庁が発足してから、もう来年で10年になります

かね。やっぱり最初のほうは手探りだったので、原子力規制委員会しかり、原子力規制庁が何

をする庁なのかというところは模索をしながらの10年近くだったと思います。 

 私もずっと指摘をしてきたんですけれども、原子力規制委員会の事務局ではあるんだとは思

うんですけれども、やっぱり今働いている人たちが、やっぱりキャリアパスを描けなかったり、

モチベーションを持てないということは、やっぱり原子力規制庁が何をする庁なのかというと

ころがやっぱりちゃんと示せてないからだというのを、とてもちょっとこのインタビュー、ア

ンケートの結果からすごく受けました。 

 それはちょっと全体の感想なんですけども、ちょっと細かいところで、政策評価の概要の7

ページの、やっぱり福島第一原発の廃炉なんですけれども、S評価が1、A評価が4ということな

んですけれども、でもやっぱりまだ福島では避難している人がいて、事故の調査が入れる環境

が整ったとはいえ、まだ本当に一歩も踏み出してない、デブリでさえどういう形であって、取
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り出せてもいなくて。これ日本原子力学会さんが去年出した中間報告では、東京電力は30年か

ら40年廃炉作業というのを変えないままで来てますけれども、日本原子力学会のほうでは、こ

の福島第一原発の廃炉作業を完全な形に終わるまで100年以上かかるんじゃないかという報告

をこの中で出したりしています。 

 低減目標マップもちょっと分厚いほうでは見たんですけれども、何か30年ぐらい、40年ぐら

いで切れていて、なかなか先を見通せないとは思うんですけれども、先ほどあったように、処

理水のほうも海洋放出も始まったりとか、でも敷地内にあるタンクはもう間もなくいっぱいに

なることも明らかですし。 

 この福島第一原発の廃炉作業自体の30年、40年というのを見直すつもりは、これは見直しは

東京電力がやることなんだとは思うんですけれども、原子力規制委員会、そして原子力規制庁

のほうから、この見通しについてはどういうふうに、今後どういう時間軸で見直しを示すこと

が、やっぱり福島で避難している人たちに対しての誠意というか、国際的にもやっぱりあるべ

き姿を、未確定であっても、やっぱりどういう形で廃炉が進んでいくのかというのをやっぱり

ちゃんと示すことは責務だと思うので、この30年、40年見直しというのは考えてないのかとい

うのをお聞きしたいです。 

 あとは、今、全国の原発の審査も進んでいて、あと残りが多分審査中なのが8個ですか。原

発事故から10年たって、審査もこれからは廃炉作業のほうに移っていくというふうに思います。

東京電力も、第一と第二含めて合わせて10基の廃炉作業を、今後、福島の事故の終息と併せて

やっていかなきゃいけないというふうに思います。 

 こちらの政策評価書の7ページにも、達成すべき目標で、新たな規制ニーズへの対応という

言葉が一つ入っているんですが、この新たな規制ニーズというのは何を示すのかというのを、

教えていただきたいというふうに思うので。その審査の中で御説明を聞きたいのが、40年たっ

た原発は原則動かさないということを言われていたんですが、やっぱりこれは原則だったなと

いうのが、関西電力の美浜が一応審査を通ったということです。これは審査が通ったというこ

と自体は、世界一厳しい基準ということで、審査が終わったということなんだと思うんですが、

東京電力しかりなんですけれども、美浜を持っている関西電力は、原子力事業史上最悪ともい

う不祥事を起こしています。地元の人から金品をもらっていたという、これはちょっと範疇と

しては、原子力規制庁の範疇ではないと思うんですけれども、ただ原発を動かす事業者として、

動かす資格があるのかというところの、そこの管理監督も必要なのかなと思いますので、原発

の安全プラス、この事業所がこの原発を動かす資格があるのかというところの関西電力に対す

る指導みたいなのはちゃんとしているのかということも、念を押して聞きたいですし。 

 あとは、もう一つ、四半世紀止まっていた、青森の再処理工場に関しても許可を出しました。

やっぱり四半世紀動いてなかった再処理工場を動かすという、これ更田委員長も、報道ですけ
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れども、動かしてなかったものを動かすということ、ちょっと一般市民として、トラブル続き

で動いてなかったものを本当に大丈夫なのかなという懸念がしてなりませんが、誰もその辺り

を説明してくれる人がいないというか、40年たったものを動かす、そして25年動いてなかった

再処理工場、審査は通りました、すぐではないですけれども、今後動かしていくというのが報

道はされるんですけれども、この辺りの安全性は本当に大丈夫なのかというところの説明とい

うのは、これはどこがやるんですかね、原子力規制委員会、やっぱり最終的には政府というこ

とにはなるのかなという感じはしますが。 

 取りあえず、ほかにもあるんですけれども、取りあえず以上です。 

○荻野長官 原子力規制庁の荻野でございます。 

 いろいろありがとうございました。幾つか考え方、御説明を申し上げます。まず大きな問題

として、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業の話がございます。廃炉作業がきちんと安

全に行われるように、監視、監督をするのが規制委員会の役割でありますが、全体としての廃

炉作業をどう進めていくか、いつまでにやり抜くかとは、一義的には東京電力の問題であり、

また政策当局を含めた政府全体としての関わりの問題なんだろうと思います。政府といいます

か、現時点で完全な民間企業ではない、実質的に国が相当の株式を持っている会社ということ

でもありまして、そういった特別の枠組みの中で進んでいくということであろうと思います。 

 そういう意味から言いましても、原子力規制委員会としては、そういう全体の枠組みについ

て、我々のほうからこうだということではなくて、きちんと着実に目の前でできることはきち

んとやってもらうと。その過程で順番を間違えないようにとか、あるいはALPS処理水の問題な

んかもそうですけれども、できることをいたずらに先送りにしないようにとか、それによって

全体の工程が遅れることのないようにといった、どちらかといいますと、足元のといいますか、

目の前のことをきちんとやらせるというのが、我々の役割かと思います。 

 その上で、ロングスパンの話につきましては、やっぱり政策全体の枠組みということがあり

まして、そういった達成すべき目標に照らして、それから逆算して現在の規制をというのは、

逆に非常に危険なことにもなりますので、その辺はそれぞれ司々というようなことになろうか

とは思います。 

 それから、40年運転制限の話につきましては、これはきちんとした評価をして、高経年の技

術評価をきちんとして判断をしていくと、厳正に判断をしていくということかと思います。 

 それから、関西電力の金品の問題でございます。これももちろん、そもそもそういう人がと

いうことは当然あるわけでございますが、これは事業者としてのあるべき姿ということであり

まして。ですから我々としては、一義的には監督官庁である資源エネルギー庁、経済産業省の

ほうで、そこはきちっと監督をしてもらうということを見届けるということかと思いますし、

そういった形でやっていると思います。そこのところを、規制委員会は、要するに科学的・技
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術的な見地から口を出すということには、なかなかならないわけでございますが、そういった

意味での対応、監督官庁の対応も含めて、きちんと注視をしていくということかと思います。 

 それから、日本原燃の再処理施設、六ヶ所の話でございます。確かに、えらい時間がたって

いるわけでございます。具体的に、我々としても、状態としては試運転はしましたけど、いろ

いろトラブルありましたと。やっと許可まで至ったけれどもと、許可に続いては工事計画の認

可があり、検査があるという、そういうプロセスになります。そういった中で、新品のぴかぴ

かじゃない施設について、きちんと検査をしていくという段階でございまして、まだまだそれ

は始まったばっかりという段階でございまして、なかなか険しい道のりといいますか、厳しい

検査をきちんとしていかなきゃならない状況にあるということかと思います。何か補足あれば。 

○櫻田技監 原子力規制技監の櫻田でございます。六ヶ所再処理の話について補足いたします

と、まさに先生御心配の問題というのがありまして。ちょっと動かした後、相当長い時間放置

されていたと、放置されていたわけじゃないんですけれども、動かすことなく管理されている

だけという状態にあったということなので、これを本格的に動かし始める前には、補修をしな

きゃいけないところもあるでしょうし、基準地震動も引き上がっているので、そういう意味で

は耐震補強みたいなものも必要なところもあるでしょうし。何にも増して、ずっと置かれてい

た配管とかが、現状の状態で技術基準に適合するのかということをどうやって確認するんだと

いうところが、まさにこれからしっかりと議論をして、決めていかなければならない重要なポ

イントになっていまして、これが設計及び工事計画の認可の審査であるとか、その認可の後の

検査、これも併せて検討をしていくということがとても大事なポイントだと、我々も考えてい

まして。これからすごく厳しい話が出てくるんじゃないかと思っています。 

 それから、最初に御質問ございました、新たな規制ニーズという話なんですけれども、これ

資料5の7ページの一番上の欄のことだと思いますが、令和3年度の重点計画でございますので、

あまり先のことを考えた意味での新たなニーズというよりも、現時点でまだ審査とかには至ら

ないようなものであっても、視野に入っている近い将来に申請が出てきてもおかしくないであ

ろうようなものというのがあるだろうと。 

 それを右の欄に幾つか書いてございますけれども、例えば下のほうには、中深度処分に係る

規制基準というのがありますけれども、廃炉廃棄物は、今、六ヶ所の埋設施設に埋設されるよ

うな、非常に放射線レベルの低いものよりも大分高い放射線を持った廃棄物が出てまいります

ので、浅い地層ではなくて、少し深い中深度に処分するということになっています。 

 これの基準は今までなかったところを、今まさにパブコメにかけてますけれども、そういう

基準を整備するというのが、これもその一つの新たなニーズでありますし。さらにその先には、

特定放射性廃棄物の最終処分であります。これはいわゆる高レベル廃棄物の処分ということに

なりますけれども、この閣議決定された基本方針に基づいて検討することになってございます
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ので、こういったことも新たなニーズということで、この辺について令和3年度はきちんと取

り組んでいく必要があるということで、今書かせていただいているということでございます。 

○片山次長 次長の片山でございます。事故後10年ということで、事故を経験してない職員も

増えているだろうと。おっしゃるとおりでして、毎年採用していますと、やっぱり4分の1から

だんだん3分の1に近い新卒採用者というのは、社会人として事故を経験してない人たちが入っ

てきています。そういう意味で、この経験の伝承みたいなものをどうするかというのは、組織

全体にとって大きな課題だというふうに思っています。 

 今年は事故後10年ということもありまして、「事故後10年を振り返る」というのをテーマに、

11本のYouTube動画をホームページ上にアップをしています。多いやつでも3,000回視聴を超え

ているぐらいで、全然人気がある動画ではないんですけれども、こういった動画、世間に発信

するだけじゃなくて、これは中での研修の教材なんかにも使いながら、しっかりと伝承してい

く努力というのは継続的にやっていきたいというふうに思っております。以上です。 

○飯塚座長 どうもありがとうございました。町委員、どうぞ。 

○町委員 じゃあ、ちょっとだけ短く。すみません、関西電力に関しての答えでちょっとやっ

ぱり引っかかってしまったのは、そもそも事故が起きたときに、推進するのと規制するのが同

じ省庁にあったから起きてしまったという反省の下に規制が切り離されたと思いますので、ち

ょっと事業者に関しては経済産業省がという言葉が出たんですけれども、それだと事故が起き

る前と全く責任を取らないという体質と変わってないなと思いましたので、やっぱり事業者の

監督に関して、規制厳しくするというところでは、やっぱり原子力規制委員会で規制庁が役割

があるということを念を押したいと思います。 

 あと再処理工場に関して、やっぱりまだ問題が大きいということは、今のお返事で分かりま

したので、すぐ動くわけではないと分かりました。となると、もう25年、30年たっても動かせ

ないものが必要なのかという、そこのちゃんと現実的な基準でちゃんと審査した上での、そこ

ら辺の提言みたいなのも、規制する側からはしてほしいなというのを感じました。以上です。 

○荻野長官 規制庁、荻野でございます。 

 御指摘ありがとうございます。繰り返しになってしまいますけれども、私どもとしましては、

むしろ規制と推進が分離されたからこそ、その役割分担が重要で、やはり事業者の事業活動に

関わることは、政策当局においてきっちりやっていただくべきもので、科学的、技術的見地か

ら規制するものと、そこは役割分担があるのではないかと思って、そこは若干、見解の相違が

あるかもしれませんけれども、そこはちょっと重ねて申し上げさせていただきます。 

○飯塚座長 これは、規制庁は一体何だと、規制委員会は何だという役割分担の話になるわけ

で、結構難しい問題ですね。これは前々から言われているように、更田委員長も言っていまし

たが、淡々とやっていくということなんですよね、基本的には。それを何から何まで全部、政
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策までもこちらが持つのかということになると、それはそうではないかもしれないわけで、な

かなか難しい判断だと思います。 

 今日はこの辺にしておいて、じゃあ、城山委員、どうぞお願いいたします。 

○城山委員 ありがとうございます。幾つか質問とコメントをさせていただければと思います。 

 一つは、皆さんおっしゃっていたように、この職員アンケートはすごく興味深い結果ですし、

多分いろんな生かし方があるので、ぜひ今まで言われたような形で、ぜひ展開させていってい

ただきたいなと思うんですけども。それとも関連するんですが、職員のキャリアパターンのメ

ジャールートではないにしろ、例えば一つのルートとして、やっぱり国際的な連関のもとで仕

事をするということも重要な要素としてあったので、その部分を何か、ちょっと変な言い方で

すが、忘れないでいただきたいなというのが一つ目です。 

 と申しますのは、これ先ほど大屋先生が指摘された、指標のところでダイバーシティの話が

あったんですけど、ダイバーシティが入って、何がなくなったかというと、職員の海外派遣と

いう定量指標が飛んじゃったんです。本当にそれでいいんでしょうかと。つまり恐らく、当初

の議論からすると、やっぱりある種の開放性というのを、この素地つくることが大事で、どう

やって開放性をつくるかというのは幾つかありますと。国際的なネットワークの中で一緒に仕

事をするというのも、その一つだし。例えば、通常の役所だったらやらないと思いますけども、

ここでも書かれているように、ちゃんと論文としてパブリケーションして、批判を浴びるとい

うようなこともちゃんとやりますというのも一つだし、ダイバーシティももちろんその一つの

要素だと思うんですが、やっぱりその中で国際の要素というのは大事だと思うんです。 

 例えば、前回のときに強調されたように、例えばその検査制度を新しくやろうとしたときに

は、まさにオン・ザ・ジョブ・トレーニングで、アメリカに行って少し一緒に勉強をしたり、

あるいは海外の人に来てもらって日本の現場を一緒に見るとか、多分そういう国際性みたいな

ことというのは重要ですし、今回の中でも、IRRSの指摘をどうやって入れていくかというとこ

ろも結構入っていたと思うんです。 

 そういう意味で言うと、国際性というのを、やはりある種の組織のキャパシティ・ディベロ

ップメントとして見るときの、やはり指標としては残してもらいたいなという気がします。 

 ただ、他方、若干丁寧にこの実際の指標を見ると、海外派遣者数がいいのかというのは、多

分考えどころだと思います。これたしか、資料1の4ページのところで、3という目標が、コロ

ナでゼロになりましたというところだけ書かれているんですけども、これ資料を丁寧に見ると、

この3というのも何を想定されていたかというと、人事院の長期派遣と原子力規制庁の派遣な

んです。後者は、私は実態をよく分かりませんが、これは単なる留学ですよね。恐らく、留学

して悪いことは全くないんだけれども、さっき言ったような趣旨で、規制庁が国際化していく

というときに見るべきは、留学数というよりかは、むしろ国際的なコミュニティの中でちゃん
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と規制をやっているのか。例えば海外に実際に行ってオン・ザ・ジョブ・トレーニングやって

いるかだとか、あるいは来てもらってやっているかだとか、あるいは、この資料2で書かれて

いたので言うと、事務系の職員の2人が、NEAです、国際原子力機関の原子力法委員会の委員に

登録しましたみたいなことが書いてあって、これは結構重要なことかもしれないですよね。 

 そういう意味で言うと、今の指標がいいかというと、相当クエスチョナブルであることはた

しかなのですが、他方、やっぱり国際性みたいなことをきちっとキャパシティ・ビルディング

の中で考えていただくということは大事かなというのが、1点目のコメントです。直接的には、

指標を減らすしかないんでしょうかということでもあるかもしれません。 

 それから2点目は、町委員が言われたことともかなり連関するんですけども、施策目標のⅡ

というのは、原子力規制の厳正かつ適切な実施で、やっぱり実施に基本的に重点があるわけで

すよね。つまり新規制基準をつくって、それをどうやってちゃんとやっていくかと。それはも

ちろん重要な課題ではあるのですが、他方、やっぱりある種の行政機関として見たときに、新

しい、まさに先ほど議論があった規制ニーズみたいなものに対応するのか、やるんだったらど

こまでやるのかというのは、多分大きな選択肢としてあって。いずれにしろやらなきゃいけな

いのは、まさに廃棄物処理が、どっちにしろ原子力の政策をどう取るにしろやらなきゃいけな

いので、こういうのはまさに本当に動き出したときに、規制のできてないということが制約条

件にならないように、ちゃんと、むしろ早めにやっておくべきことなんだろうと思うんです。 

 あるいは、もう少しコントラバーシャルなのは、ここはまさに世の中で意見が分かれるとこ

ろですが、カーボンニュートラルとか言い出したんで、例えばグリーン・グロース・ストラテ

ジーみたいなやつを見ていると、結構小型炉みたいなことが固有名詞、出てくるわけです、小

型モジュール炉をやりますと。例えば、それをやるやらないは、まさにそれは政策選択で、こ

れは規制庁の枠外の話なわけですが、例えばそういうものが仮に出てきたときに、どう規制は

あり得るのかというようなことを、どこまで予習的に投資して、予習しておくのかというよう

なことも、多分規制庁としてはあり得るんだろうと思います。 

 恐らく、小型炉みたいなのが出てくると、多分今までの施設設置して、認可しますというだ

けじゃなくて、ある種のプロダクトとしてチェックするみたいなことが必要になってくるので、

かなり製品の性格が違ってくるんだと思うんです。そういうことに関する先行投資のようなこ

とを考えるのか考えないのか辺りの、スタンスを教えていただきたいなというのが二つ目です。 

 あと、三つ目は、これは亀井委員が聞かれた点で、私も何で共有されなかったのかというの

をすごく聞きたいなと思って、そこはまさに答えていただいたんだと思うんですけども。やっ

ぱりその中で、荻野長官からのお話の中、やっぱり若干気になるのは、やっぱりセキュリティ

の文化というのは、やっぱりなかなか情報を共有しないというところもあってなかなか出てこ

ないという部分もあったという話で、そういうことをどう考えるかですよね。 
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 いろんなところで、セーフティとセキュリティの世界をどうやってインターフェースやるか

ということは、一般論として書かれている。ですけども、まさにこういった問題で、こういう

形で情報を共有しなければいけないということの規範を、むしろ全庁的につくるのかみたいな

ところが、まさに問われている事案なのかなという気がします。 

 そういう意味で言うと、今の資料の中で言うと、これ資料の1の中の言葉なんですけど、6ペ

ージの、本年度は安全文化の話をやって、今後は核セキュリティ文化をやるんですみたいなこ

とが書かれているんですが、結局これ何か別ものになっちゃうと、むしろまずいわけですよね。

まさにつながっていくことが必要なので、安全文化と核セキュリティ文化と分けちゃうよりは、

そこがまさに共通項で、どこが分けなきゃいけないかということを詰めていく作業ということ

をやらなきゃいけなくて。今回の話というのも、個々の違反事案としてはいろんな解釈があっ

たのかもしれませんが、組織の規制に対するコミットメントという形で見ると、それなりに重

大な事案だという判断の側面もあると思うので、まさに横断的にセキュリティ、セーフティを

どう考えていくんですかということを見る上での、結構重要な事案なのかなとも思います。そ

ういう意味で、そこを展開していただくことはすごく重要なのかなというのが3点目です。 

 4点目は、細かい感想のようなことなんですが、荻野長官、かなりいろいろ言っていただい

たのでニュアンスは分かったんですけども、この資料1の7ページ目の原子力規制委員会による

指摘というのを見たときに、何かちょっと踏み込んでいるなというふうな感じがして。つまり

廃棄物の処理及び分析棟の運用に遅れが出ているところを、遅れが出ないように実施状況を監

視するんだということまで書いていて、多分ほかの文章は、ほとんど実施状況の監視しか書い

てなかったんですが、これは若干踏み込んでいて、遅れが出ないようにというところまで書い

ているので、そこまで、つまりちゃんとスピーディーにやりなさいというところまで踏み込む

のかなというのが、若干のクエスチョンでした。 

 先ほどの荻野さんのレスポンスの中でいうと、遅れないようにという言い方はしないで、や

れるのにやらないということは避けたいというニュアンスだというお話だったので、そうする

ともうちょっと少し保守的なラインかなと思ったんですが。そういう意味で言うと、ある種、

社会的期待がある中で、安全を粛々と確保しますということが、この機関のミッションである

ことはたしかですが、ただ、やるべきことをきちっとやってもらうというところに、若干やっ

ぱり踏み込む側面というのはあって、それをどの程度踏み込むのかというところは、なかなか

難しい意思決定かなとも思いますので、ちょっともしそこをコメントあれば、いただきたいな

と思いました。以上です。よろしくお願いします。 

○片山次長 次長の片山です。海外派遣ですけれども、これ留学は入ってなくて、国際機関で

すとか、海外の規制機関への派遣のみでございます。 

○城山委員 でも、そうすると多分記述が違いますね、そうすると。多分資料の2の4ページな
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んですけど、そうか、これの3人ではないわけですか、じゃあ。 

○片山次長 そこは定性的な話として書いてあって、定量目標が職員として派遣するやつで、

定性的なところで、留学も含めて書いて……。 

○城山委員 そういうことなんですね、なるほど、分かりました。 

○片山次長 いずれにしても海外の経験を積ませるというのは、とても大事だというふうに思

っておりまして、我々も継続的に職員が送れるように、これからも努力をしていきたいという

ふうに思っております。小型炉の話は、技監のほうから。 

○櫻田技監 規制技監の櫻田でございます。小型炉について御質問ございました。御指摘のと

おり、アメリカが今先頭を走っていますけれども、新しい小型の原子炉を具体的に作ろうとい

う、そういうプロジェクトが動き始めています。アメリカだけでなくて、カナダとか、イギリ

スとかでもそういう動きが出始めているということでありまして。 

 一方、日本の国内はどうかというと、事業者がそういうことを一生懸命考えているという節

は、今のところ見受けられないなというのが、我々が感じているところなんですけれども。そ

うはいっても、何もしないというのも何だなと思っていたところ、小型炉に限らず新しいタイ

プの原子炉について、規制の立場からどのようにアプローチすることが適切であるかというよ

うなことについて、IAEAの場で、各国の規制当局が意見交換をして議論すると、そういうフォ

ーラムがありまして、そこに参加をすることによって、勉強をしていくことができるのかなと。 

 ただ、たくさんリソースをかけるというのも、今の事業者の感じからすると、ちょっとまだ

時期尚早なのかなという感じがするので、国際機関における活動に参加することによって情報

を得ながら、我々としても必要な頭の体操をしているというのが実態でございます。 

○荻野長官 荻野でございます。続きまして、セキュリティの関係でございます。非常に大事

な問題で、真剣にやるからこそ、なかなかこうだみたいな、なかなか切れ味のいいことが言え

ない面もあるんですけれども。ただ、できることは少しずつやっていこうということで。いろ

いろ細かい話ですけれども、情報とか文書の管理なんかでも、文書には当然公文書管理法上の

文書の保管期間というのがあるわけですけれども、セーフティの関係につきましては、非常に

公開、基本公開ですので、事業者との面談記録なんかも比較的3年の保存となってますけれど

も、セキュリティのほうはなかなかリアルタイムの公開にはなじまないものがあると。そうす

ると、逆に文書の保管期間は長くしようというような感じで、今までは、文書の形式的な属性

として、事業者の面談に関するものは何年みたいに決めていたんですけれども、その中でセキ

ュリティに関するものは、あえて保管期間を延ばすというようなことをしています。 

 それ以外にも、現在、東京電力に対する追加検査を実施しておりますけれども、やはりセキ

ュリティの重要さとか、何をどう達成すべきかみたいなことで、事業者の在り方も問題ですが、

やはり事業者を監督した我々の問題でもあるわけでありまして、そこはどうやるのが実効的な
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のかというのは、真剣に考えていることですし。 

 それから、セーフティのインターフェースといったものも、やはり抽象的に3Sというだけじ

ゃなくて、やはり具体の個別の審査の中で、どういう役割分担をして、場合によってはどこを

セーフティ側で見てもらうかみたいなことも含めて、個別にかなり検討を、現在進行形で続け

ているというところでございます。 

 それから、最後、廃棄物の処理や分析棟の運用に遅れが出ないようにというお話がありまし

た。これにつきましても、町先生のときのお答えの繰り返しみたいな話ですけれども、最終形

をどうするかみたいなグランドデザインみたいな話は、これは政策の話であるわけでございま

すけど。他方、現在行われている廃炉作業につきましては、一般的な前向きの事業の監督とは

違って、場合によっては事業者側にどんどん進めるインセンティブがなくなってしまう可能性

もあるわけでありまして、それは困るであろうと。きちんとリスク管理のマップを作って、い

つまでに取り除くべきリスクをちゃんと取り除いていく、あるいは低減すべきものはちゃんと

低減していくということをきっちりやらせるということは非常に重要なことであろうと。 

 普通の原発であれば、別に稼働が遅れても、我々は全然、ある意味で知ったこっちゃないわ

けでございますが、この1Fの廃炉作業につきましては、やはり不合理な遅延というものは、こ

れはあってはならないであろうと。ですからそこは、その話は別に事業をお助けしているとい

うことじゃなくて、安全の観点から規制するという中で、それはやっぱり他のいわゆる普通の

事業の規制とは、ちょっとそこは若干性格が違うのかなということはいたします。 

 ですから、日常的にも原子力規制委員会の通常の監視・監督以外に、監視評価検討会という

のもつくって、これは地元の方なんかも、福島県とかの方々も含めた公開の会合を持って、そ

れで東京電力自体の廃炉作業のきっちり進捗しているかどうかを監視するという枠組みがあり

まして、そこは通常の事業監督とはちょっと違う面があろうかなとは思います。 

 ちょっとお答えになっているかどうか、あれですけど。 

○飯塚座長 どうもありがとうございました。よろしいですか。 

 じゃあ、私からも、よろしいですか。政策評価に関して質問一つとコメントが一つ、それか

ら職員アンケートに関して一つ質問したいのと、コメントが幾つかです。 

 まず、資料1の5ページに、原子力規制の厳正かつ適切な実施と技術基盤というところの原子

力規制委員会の指摘のうち、新検査制度についてこれから改善すべき点を明らかにして実行す

べきであるということが書いてあるのですが、その内容が資料5なのか、次の計画のどこに反

映されているのかちょっと分からなかったので、どこに対応するのだか教えていただきたいと

いうのが質問の内容です。 

 コメントというのは、これは去年も似たようなことを申し上げたかもしれないのですが、目

標があって、実績があって、その比較してどうのこうのというだけではなくて、いろいろ考え
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てもいいかなと思いました。確かにいろいろ考えて、いろんなことをやってらっしゃるわけだ

けども、結果だけ見たとき、Bがこんな多いのかと一瞬思ったんです。よくよく中を見てみる

と、こんなこと言ってはいけないけど、しようがないかなとか、情状酌量でもないけど、そん

なところがあるように感じました。 

 結局、この手のPDCAを回すときのチェック、アクションのところで、考えるべきことをきち

んと整理するべきじゃないかと思いました。これ実は去年も言った覚えがあるのですが、四つ

の視点が必要だと思います。一つは、環境です。計画立てるときに、どういう環境を前提にし

ているかということに関してです。それが違っている可能性もあるということ。今回はコロナ

が一番いい例なんです。 

 それから、目標レベルが適正だったか。甘かったか、厳し過ぎたかということです。これは

上位ニーズとの関係で決まってくるし、このように実現しようという方法によって決まってく

るかもしれないわけで、妥当だったのかということです。 

 3番目が、その目標を達成するための手段・計画です。その内容が妥当なのかと。そのとお

りにやったらできるようなものだったのかということです。もしくは阻害要因があるかもしれ

ないし、制約があるかもしれず、できないことがあるかもしれないわけです。そんなものを計

画に入れてもできるわけがないわけで、妥当だったのかどうかを検討すべきだと思います。 

 それから、四つ目が実施したかどうかです。これは計画どおり実施したかどうかです。でき

ないときに、先ほど指摘ありましたが、いろいろな外乱があった場合に、それに対して復元と

いうかレジリエンスというのか、ちゃんと復元できるようにしましょうということを大屋先生

がおっしゃっていましたが、その手のことを考える必要があるかなとも思うわけです。 

 こうした観点からちゃんと見ていく必要があるかなと思うんです。ただ単に結果の良し悪し

だけではなくて、自分たちがどんな計画を立てて、計画というのは狙い、目標と、それから達

成手段を考えるということなんですけども、どのようにして実施してきて、実施してどんなこ

とがあって、それでどうやってPDCAを回してきたのかということ、それの質をちゃんと把握し

ていかないと、マネジメントレベルが上がっていかないわけでして、そんな見方をしていただ

きたいと感じます。これは政策評価に関するコメントです。 

 それから、職員のアンケートに関してですが、一つは、職員の皆さんから意見を聞いている

のですが、これとは別に、それぞれの担当者がやっている業務のレベルとパフォーマンスに関

して何か客観的なデータというか、把握しているものがあって、それと照合するようなことは

できたのかどうかということを確認したいと思いました。 

 あと、もしやるなら、回答内容の分布を調べるときに、二山になっているようなものとか、

それから先ほどあったけども、真ん中が多過ぎるとか、その分布状況を見て特徴あるかどうか、

こうしたことを結果の解釈にどのぐらい使ったのかということを確認したいと思いました。 
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 コメントというのは、この手のことを考えるときに、これは藤田先生から指摘があったこと

と似ているのですが、仕事をするときに、とにかく何らかの手段・方法を使ってその仕事をし

ていくのに必要な能力を保有しなければいけないわけで、これを軸に考えたいと思うというこ

とです。すると、ある業務をするときにどれだけの能力が必要なのかという「必要能力」を明

らかにする。次に、実際どれだけ持っているんだろうかという「保有能力」を考えて、この2

つの能力の関係を分析してみるべきと思います。ある能力を持っている人がある業務をやって

いるわけで、それが足りなかったり、余ったりするわけです。余ったら、おっしゃるようにも

ったいないわけでして、足らなかったら何とかしなきゃいけないと。そのギャップを認識して、

うまく人事をやっていくということがあるわけです。 

 ギャップを埋めるための方法としては、もちろん足りなければ、ちゃんと教育するかもしれ

ないし、新しく採用するかもしれないし、外からアウトソースするというか、外の知恵を使お

うとするかもしれません、様々なことをやっていくわけです。能力という視点をもって、仕事

に必要な能力のタイプとか専門性とレベルをちゃんと把握すること、こんなことをきちんと分

析することを進めていかなければいけないのかなと思っています。 

 もう一つコメントは、文書についての話が出てきたのですが、僕は、文書は三つ役割がある

と思っています。一つはコミュニケーションツールとしてです。これは紙に書いてなくてもい

いです、何でもいいんですが、とにかくコミュニケーションツールとしてあるわけです。 

 二つ目がナレッジ、知識です。たとえ一人でやっていても、必要なのはこの文書です。要す

るに、どこかで学んだものでもいいし、経験したものでもいいのですが、それを再利用してい

くためのものとして、メディアとして文書が必要になってくるというわけです。 

 三つ目は何かというと、証明とか公式の説明としての文書です。それを3番目のものばかり

を文書と考えていると、とても重要な2番目の組織内で持っていなければならない、ノウハウ

という言葉を使っていましたけども、ナレッジの類いのものはたまっていかなくなってしまい、

内部で利用できなくなってくるというわけです。だから、文書の持っている性質というか、何

のために文書を作っているかという目的をもう一回考え直して、どういうふうに体系にすれば

よろしいか考え直すこと、そんなことをしたらいいのかなと思いました。私からは以上です。 

○黒川参事官 では、事実関係の質問、幾つかお答えさせていただきます。まず、1点目の検

査制度の改善すべき点というのが、この分厚いやつのどこに出てくるかということですけども、

資料の5の今年度の事前分析表の6ページ目になりまして、6ページ目の一番下に定性指標の6と

いうのがあると思います。これは検査制度の関係ですけれども、その一番下の行です、検査官

からの意見聴取や事業者との意見交換等、運用の継続的改善に向けた取組を行い、ガイド類の

見直しなどの改善策を講じたかというところかと思ってございます。 

○飯塚座長 具体的に改善すべきアイテムが特定されていて、それに関する計画を入れるのか
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と思ったんです。そうじゃなかったんですね。これから明らかにするんですね。 

○黒川参事官 そうですね、はい。 

○飯塚座長 でも、規制委員会が明らかにしろと言っているんだから、ある程度分かってわけ

ですよね。 

○荻野長官 よろしいですか。まさにおっしゃるとおりで、これはもう既に委員会にかけて、

今年度のこの計画のもとに、昨年来ずっといろいろ事業者とも打合せとか、検査官会議なんか

をやりまして、改善点をつくって、それ逐次改善したり、あるいはガイドに反映するものは、

既に今年度になってやっています。 

○飯塚座長 ですよね。これちょっと私がとらえたのとは意味が違うのですね。 

○荻野長官 これは、それを包括的に書かれたもので、この具体化は当然、各論としての具体

化は、当然既にできるものは、もう既に委員会にかけて。 

○飯塚座長 そうですか。それはどんなことを改善の項目にしているのかなと、これちょっと

知りたかったもので。 

○荻野長官 それは非常に細々したものから、膨大にマニュアルのここが分かりにくいとか。

あるいは、一番大きなものは、例えば先ほど申し上げました、セキュリティの関係で報告が遅

れてしまったではないかという話があって、報告のタイミングを改めたということを申し上げ

ましたけれども、それなんかもこの一環として、当然、2月の段階で運用は改めているわけで

すけれども、それをマニュアルに反映するみたいな作業は、今年度やっております。 

 その他、いろいろ実務的なことも含めてたくさんありまして、それはちょっと膨大なものに

なるんですけれども、そういうことのちょっとまとめて書いてあるというものでございます。 

○飯塚座長 そうですか。ほかの先生方から指摘があったのですが、ちゃんと「なぜ」をはっ

きりしようということ、きちんとPDCAを回すということを言ってらっしゃるわけですね。何か

あったら、きちんとその背景要因を解き明かして、どんな因果でどういうことが起きているか

認識して、どの鎖を切ればよいかを考えて手を打つということを論理的になされているかどう

か、これがマネジメントの実力だと思うんです。きちんとできるためにマネジメントシステム

をつくっているわけですから、そこがどうなっているからということを一つだけ例を知りたか

ったのでお聞きしました。これから強化していただければと思います。 

○片山次長 次長の片山です。なぜこういう評価になったのかというのをしっかり分析するの

が大事というところで、昨年に続き、また、すみません、御意見いただいてしまいまして。こ

れちょっと今年度の評価をやるときに、少し工夫をしてみたいなと。特にB評価になったもの

というのは、なぜなのか。あるいは、逆にS評価になったものというのについては、目標が低

過ぎたんじゃないかというところは大丈夫なのかとか、ちょっと。 

○飯塚座長 いやいや、やり過ぎかもしれないし、余計なことをするなよとなるのかもしれな



35 

いですよ。 

○片山次長 少しそういうところで、常と違う評価が出たものについては掘り下げるというの

を少し意識して、考えたいというふうに思います。 

 それから、職員の能力の把握という点については、やはり資格制度を導入したのは、一つ大

きいと思っておりまして。基本資格、中級資格、上級資格というものを、検査、審査、セキュ

リティの検査、それから防災、環境放射線モニタリング、保障措置、それぞれ資格制度を設け

ました。これはかなり厳格に運用しているところもございまして、そういう資格が取れた職員

は、一応それに従事する能力があるということのある種証明にもなりますので、そういったも

のを使いながら、しっかりと人事ができるように、今、動かしているところでございます。 

 よりこの辺は、先ほどの人事情報の管理システムについての御指摘もありましたけれども、

しっかりと職員の能力ですとか、そういったものを把握して、任用ができるようにしていきた

いと思っています。 

○飯塚座長 多分、藤田先生がおっしゃっていたシステムの中では、仕事ごとにどれだけの専

門性が必要になるかを明らかにしておくようにと、どれだけ持っているか明らかにしておくよ

うにということを示唆していると思うんです。これとても重要なことなので、ぜひやっていた

だきたいと僕も思ったんです。その一つが、多分資格ですが、他にもこんな能力を持っている

必要があるというようなことになると思うんです。 

 パフォーマンスインディケータは、設定していないのですね。アンケートを取るときに、そ

の人が……。 

○黒川参事官 アンケートするときに、この答えを誰がするかというのは分からない形でやっ

てます。それは分かるようにやる方法もあると聞いたんですけど、それは分からないから安心

して答えろというのを言うために、あえて分からないようにしてやっています。 

○飯塚座長 部門も分からないのですか。 

○黒川参事官 部門は分かる、部門単位まで分かるんです。今、規制部の人ですとか、官房の

人ですまでは分かるんですけど、何課の誰さんまでは分からない。 

○飯塚座長 部門ごとのパフォーマンスは分かるのですね。 

○黒川参事官 それはパフォーマンスというか、アンケートの答えはわかって……。 

○飯塚座長 いえいえ、そうじゃなくて、本当に仕事ができたのかどうかということです、期

待どおりに仕事ができているのか。部門のミッションを果たしているかという意味です。これ

は、別途計るんですよね。 

○黒川参事官 そこが、ある種、まさに今回の政策評価ではあるんですけど、パフォーマンス

の評価として十分かどうかは、また別の問題として、一応これが我々としての評価と。 

○飯塚座長 それとアンケートの答えと合わせたら、面白いことが見えるかなと思ったんです。
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その部署によって、くせがあるかもしれないというように思ったんです。結構です、いろいろ

やってらっしゃることは理解しました。 

 一応予定した時間なので、まだほかに何かおっしゃりたいとか、質問したいということがあ

ったら、どうぞ。よろしいですか。亀井先生、どうぞ。 

○亀井委員 今お話があった話は、とっても大事なところで、ちょっと今、先生がお話しされ

たところと事務方がうまくコミュニケーションできてなかったような気がするんですけれども、

何か妙に人事評価が高いのにパフォーマンスが低いところというのは、これ問題なわけです。

逆に、パフォーマンスが高いんだけれども、何か自己肯定みたいなのがすごい低いみたいな、

それはそれで問題で、ここのバランスはきちんと実は見たほうがよくて、間違っても、この何

かアンケートだけが一人走りしないようにしたほうがいいというのが、多分今の御指摘だと思

いますので。これは今回始まったばっかりなので、あまり何か多くを望むつもりはないんです

けれども、大事なことは、何が課題なのかということをきちんと見ていくということではあり

ますので、評価のための評価をするんではなくて、やっぱり改善のための評価をしていくとい

うのは、毎年言っているんですけれども、そこだけくれぐれも間違いがないようにしていただ

けるといいんじゃないかなというのは、しつこいようなんですけれども、ここは何度も申し上

げたいというふうに思います。 

○飯塚座長 おっしゃるとおりですね。コメントがつくのは、多分ちゃんとやっているからで

す。何もしてないと、何もコメントつけませんよね、多分。だから、いいことをやっているか

ら、面白いから、いろいろ質問出てくるわけです。ですから、委員の皆さんは、多分高く評価

していると思うんです、この試みを。これを続けてほしい、うまく生かしてほしいという激励

の言葉だと思って続けていただければいいと思います。 

 ほかに何かございますか。よろしゅうございますか。どうぞ。 

○金城人事課長 途中、大屋さんから御質問をいただいたやつ、データを持ってきますという

ところです。規制庁職員の女性比率の話なんですけど、すみません、事務職、技術系とかで何

か分けられていないので、全体の数だけでもお伝えできればと思うんですけれども。 

 まず、規制庁職員全体の女性比率は16.1％なんですけれども、職位別に見ていきますと、係

員級、若い20代、30代のところの女性割合は30％で、ちょっと上がって係長級、30代、40代ぐ

らいになりますと26％、課長補佐級、メインのところです、40代、50代になりますと、下がり

まして10％、最後、課室長級以上の指定職も含めた管理職となりますと4％という感じになっ

ていますので、途中の指標でもありました新規採用者は、今35％を目指したというところで、

しっかりと底上げを図っていきたいなというふうには考えてございます。以上でございます。 

○飯塚座長 どうもありがとうございました。 皆さん、よろしゅうございますか、このぐら

いで。町委員、どうぞ。最後の一言をどうぞ。 
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○町委員 すみません、最後に一つだけ。またこれを言うと、また規制庁の役割じゃないと言

われることは分かっていて、ちょっと最後に念を押しますが、東日本大震災から10年と思いま

したし、先日、熱海で、大規模な土石流が起こりました。日本、本当にどこでどんな災害が起

きるか、分からないということを考えると、もうこれ何回も言って、ハード面の安全は厳しい

基準、審査で通しているんですけれども、やっぱり併せて避難計画がちゃんとしてなければ、

その原発が安全というふうには言えないというのを、もう本当これ毎年言っていて。これ、だ

から内閣府の防災担当と本当に協力するというところだと思うんです。 

 去年からはコロナがあって、なかなか避難の訓練とかも、密になるのでできてないと思うん

ですが、でもこのコロナの中でも、もしかしたら何か起きるかもしれない。熱海なんか、まさ

にこのコロナの中で発生して、避難しているわけです。いつ何が起きるか分からないので、そ

ういう意味では、ハード面の安全プラス、やっぱり東日本大震災10年で、避難、双葉病院で避

難できずに亡くなった人たちということは、やっぱりこれも忘れないで、この避難計画の部分

もしっかり関係省庁とやって、規制庁としてもしっかりここも見守ってというか、ちゃんと監

視してほしいなというのを、最後にちょっとつけ加えさせていただきます。以上です。 

○荻野長官 おっしゃるとおりで、特にコロナの関係なんかについて言えば、内閣府防災中心

ですけれども、各地域でコロナを前提に、コロナだけじゃないです、感染症を前提にして避難

がどうできるかと、輸送手段をどう確保できるのかということで、地域の防災計画の見直しを

進めています。それは当然、我々も相談にあずかって、言うべき意見は言っておりますので、

私ども別に逃げているわけじゃありませんけど、きっちり協力してやってまいります。 

○飯塚座長 どうもありがとうございました。それでは、今日の懇談会、このぐらいにいたし

ましょうか。どうもありがとうございました、いろいろ御意見いただきまして。 

 事務局のほうで、御意見、御指摘を踏まえて、適宜政策評価書から事前分析表に反映してい

ただきたいと思います。見直していただきたいと思います。 

 これで、令和3年度第1回原子力規制委員会政策評価懇談会、終了します。 

 最後に、事務局から今後の予定をお願いいたします。 

○黒川参事官 事務的な連絡をいたします。本日いただいた意見などを踏まえて、修正をしま

して、8月に原子力規制委員会で決定した後、ホームページで公表を考えております。 

 また、本日の議事内容につきましては、議事録を作成の上、皆様に確認をさせていただきま

して、ホームページで公表いたします。 

 本日は、お忙しいところをありがとうございました。以上でございます。 

○荻野長官 ありがとうございました。 

 


